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10月にも法制審議会に民法（債権法）

改正に関する諮問を行う予定 2012年（平成 24年）の通常

国会に改正法案が提出される予定

1

民法（債権法）改正検討委員会

債権法改正の基本方針

民法改正特集Ⅰ 

民法改正問題特別委員会 委員長 辰 野 久 夫

民法（債権法）改正に向けての法制審議会、
いよいよ開始へ
～大阪弁護士会「意見書」の作成・公表～

第
一部

1 法制審議会における民法（債権法）改正審議の開始
～110年ぶりの債権法抜本的改正の成否～

2 民法（債権法）改正に関する近時の動向
～民法学者を中心とした研究者による改正試案の作成～
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1　現代化の要請と再法典化の必要性 実務で安定的に定着してい

るルールについては、現代化の要請のもと、民法典

に条文化する形で反映させてはどうか

私法に関する基本的なルー

ルは民法典に規定されていることが望ましい

2 主として民法学者によって改正提案が

なされている

3 民法改正の理由
～果たして、今、民法を改正する必要性はあるか～
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2　「市民にわかりやすい民法」の必要性

市民が読んで分かりやすい民

法に改正する必要性

3　民法統一化への発信の必要性（アジアからの発信）

日本がアジアの代

表として世界に誇れる民法（債権法）を発信すること

の意義は大きい

1

検討委員会案をベースに個別論

点が提示され、審議が行われるものと推測

2　検討委員会案の具体的内容（例示）

❶　消費者契約法における基本ルールの民法への
組み込み（一般法化と統合）

❷　契約交渉当事者の義務

❸　債務不履行にもとづく損害賠償の免責事由

❹　損害賠償の範囲

4「債権法改正の基本方針」の内容とその重要性～法制審議会での審議において重要な位置を占めるものと思われる～
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❺　解除権の発生要件

❻　不安の抗弁権・事情変更の原則

❼　売主の瑕疵担保責任の債務不履行責任化

❽ 　債権者代位権と詐害行為取消権の整備

❾　債権時効

10　債権譲渡

1

民法改正対応プロ

ジェクトチーム

当委員会が新たに設置

2

5 大阪弁護士会における民法（債権法）改正に関する対応
～大阪弁護士会からの情報発信―意見書の作成・公表～
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3　意見書の作成・公表

1

2

【2008年（平成 20年）12月 25日】
内田貴参与講演会（総論：今、なぜ民法改正か）

【2009年（平成 21年）6月 2日】
潮見佳男京都大学教授勉強会（第 1準備会関連）

【6月16日】
沖野眞已一橋大学教授勉強会（第 3準備会関連）

【6月18日】
山本敬三京都大学教授勉強会（第 2準備会関連）

【6月 25日】
窪田充見神戸大学教授勉強会（第 4準備会関連）

【6月 29日】
内田貴参与講演会（各論：個別論点について）

【7月10日】
山田誠一神戸大学教授勉強会（第 5準備会関連）

【7月16日】
加藤雅信上智大学教授講演会（民法改正の視点）

6
意見書の位置付けとその内容
～法制 審議会での充実した論議と 

わが国に相応しい理想の民法（債権法）の成立を願って～
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会員専用サイトに「民法改正ご意見箱」

今、民法を改正することの意

義・必要性

現代およ

び将来の日本社会にとって、どのような民法典が相応

しいのか

具体的にどのような内容の条項を定

めるのか

本意見書がそのようなコンセンサス形成の一助とな

ることを祈念しております

7 当会の役割
～積極的かつ建設的な意見を発表する必要性～

8 月刊大阪弁護士会への個別論点の連載開始にあたって
～個別論点の内容と問題点の紹介～

日弁連・近弁連・大弁共催 
民法改正ミニシンポジウムのご案内

日時： 2009年（平成 21年）12月 8日（火） 
午後 5時～ 8時

場所：大阪弁護士会館 2階大ホール
内容： 重要な個別論点をいくつか取り上げる予定

です。
パネリスト： 磯村保神戸大学大学院法学研究科教授 

（民法（債権法）改正検討委員会メンバー） 

当会および他の単位会の会員
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1
消費者契約法の実

体規定を民法に取り込むこと

一

般法化

統合

【図 1参照】

2

【図 2参照】

❶総則・雑則等

❷消費者の取消権

❸不当条項規制

❹差止請求権（団体訴権）

消費者契約法 基本方針（民法）

【図1】消費者契約法の取込み

定義規定等については取込み

取込み（一部を一般法化）

取込み（約款規制に拡張）

（×消費者契約法に残置）
❶債務不履行＝全部免除

❷債務不履行（故意・重過）＝一部免除

❸不法行為＝全部免除

❹不法行為（故意・重過）＝一部免除

❺瑕疵担保（有償）＝全部免除

例外（8Ⅱ）❶瑕疵修補　❷他事業者

消費者契約法

基本方針（ただし例示）

【図5】不当条項リストの対応関係

ア　任意の不履行

イ　債務不履行＝責任制限（目的達成不能）

ウ　債務不履行＝全部免除

エ　債務不履行（故意・重大）＝一部免除

オ　不法行為＝全部免除

カ　不法行為（故意・重過）＝一部免除

キ　人身損害＝相当責任＝一部・全部免除

約款取引

【図4】基本方針における不当条項規制関連の概要

多数の契約に用いる定型のものは広く含む
（普通契約約款、裏面記載約款、市販契約書）

契約への組み入れ要件＝❶開示＋❷合意

不明瞭準則＝使用者不利益解釈

（個別契約書取引）

消費者契約 事業者間取引

一般規定

共通のブラック・リスト

共通のグレー・リスト

ブラック・リスト

グレー・リスト

個別的交渉条項の適用除外

（▲個別的交渉条項の適用除外）

→【3.1.1.25】

→【3.1.1.26】

→【3.1.1.43】

→【3.1.1.32】

→【3.1.1.33】

→【3.1.1.34】

→【3.1.1.35】

→【3.1.1.36】

→【3.1.1.25】〈2〉

Ⅰ ❶不実告知

Ⅰ ❷断定的判断の提供

Ⅱ 不利益事実の不告知

消費者契約法4条 基本方針
誤認類型

8条1項

❶契約解除＝平均的損害超過

❷遅延損害金等＝14.6%超過

9条

【3.1.1.33】約款共通ブラック・リスト

ア　履行補助者責任制限

イ　契約内容の一方的変更権

ウ　継続的契約（期間なし）＝即時解除権

エ　継続的契約＝相手方の解除権制限

オ　重大な不履行＝相手方の解除権制限

カ　裁判を受ける権利の制限（専属管轄等）

【3.1.1.34】約款共通グレー・リスト

ア　合理性のない保証契約の要求

イ　消費者の抗弁権の排除・制限

ウ　消費者の相殺の排除

エ　消費者に不利益な債権時効の変更

オ　遅延損害金等＝14.6%超過※

【3.1.1.35】消費者契約ブラック・リスト

ア　前払金等の不返還

イ　消費者の権利行使＝同意・対価

ウ　事業者のみ解除権を留保

エ　事業者の不履行＝消費者の権利行使制限

オ　損害賠償予定等（実損賠償請求権超過）

［カ　遅延損害金等（実損賠償請求権超過）］※

【3.1.1.36】消費者契約グレー・リスト

一般法化

統合（一般法化せず）

【1.5.18】断定的判断の提供

【1.5.19】困惑
望まない勧誘の継続による困惑
（不退去・退去妨害は例示）

【1.5.15】不実表示

Ⅲ❶不退去

Ⅲ❷退去妨害

困惑類型

事業者

消費者

消費者

B to C＝第1領域

C to C＝第3領域

事業者

B to B＝第2領域

C to B＝第4領域

【図2】消費者契約法の適用領域と一般法化の関係

保護の対象

消費者契約法の適用領域 中小事業者の保護

ネットオークション詐欺等における
消費者の保護 逆適用の問題領域

【図3】消費者の取消権の取込み
▲消費者契約について除外を認めるか否かについては両論併記

※【-35】オと【-36】カは択一関係
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1 消費者法の取込み（一般法化と統合）

民法（債権法）改正の個別論点とその問題点 Vol.1

基本方針の消費者法関連の概要
第
二
部

民法改正問題特別委員会 委員 薬 袋 真 司

【図1】消費者契約法の取込み

【図2】消費者契約法の適用領域と一般法化の関係
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1

「不実告知」（1項 1号）

「不利益事実の不告知」（2項）

は、まとめて「不実表示」として

一般法化する

「断定的判断

の提供」（同条 1項 2号）と「不

退去・退去妨害」（同条 4条 3項

1号・2号）は、消費者契約の特

則として、統合にとどめ

【図 3参照】

2 不実表示

断定的判断の提供

3
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